
１　積算内訳書の提出が必須となります

　　

　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、平成２７年４月１日に施行

されることに伴い、全ての工事に入札金額の積算内訳書の提出が義務付けられます。所定の書式

を作成しますので入札書に同封して提出してください。

　また、測量・建設コンサルタント等業務委託についても積算内訳書の提出が必須となります。

２　最低制限価格の算定率を引き上げます

　　

　平成２７年４月から、建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務委託に係る最低制限価格の

算定率を引き上げます。土木関連工事、建築・設備関連工事及び測量・建設コンサルタント等業務

委託の算定率は下記のとおりです。詳しい算定方法及び、その他土木機械設備工事、土木電気通

信設備工事、下水道機械設備工事、下水道電気設備工事の各算定率は、市ホームページの「高

槻市建設工事等における最低制限価格設定要領」に記載します。

９５％

９０％

８０％ （税抜き）

３０％

（税抜き）

平成２７年度　入札契約制度の変更について
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共通仮設費の
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３　低入札価格調査制度を改正します

    平成２７年４月から、下記のとおり改正を行います。

①失格基準価格の失格基準を直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費のそれぞれに

　  設定したものを、これらの経費項目の合計額とし、その額を下回った場合に失格となります。た

　　だし、算定率の改正はありません。

８２％

７５％

６５％

２７％

（税抜き）

②最低制限価格の算定率の引き上げに伴い、低入札価格調査基準価格の算定率を引き上げます。

 　下記の経費項目の合計額が低入札価格調査基準価格を下回り、失格基準価格以上の入札が

 　あった場合に、低入札価格調査の対象となります。

　 　ただし、設定する経費項目の合計額が、予定価格の８５％を超える場合、または７０％に満たな 

 　い場合は、それぞれ、予定価格の８５％、または７０％が低入札価格調査基準価格となります。

９５％

９０％

８０％

３０％

（税抜き）

４　配置技術者の取扱基準日を変更します

　制限付一般競争入札において、公告日現在で空きのある技術者を配置することを参加条件とし

ていましたが、平成２７年４月から、「契約締結日から配置できること」に変更します。

合計額

低入札価格調査基準価格の算定率
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共通仮設費の

現場管理費の

一般管理費の

共通仮設費の

直接工事費の

合計額

失格基準価格の算定率

直接工事費の

一般管理費の



５　手持ち工事数の制限と申込みできる件数の制限について、基準日を変更します

　（１）手持ち工事数の制限

　　　手持ち工事数の制限は、最高３件（準市内業者は１件）です。

　　　手持ち工事とは、高槻市が発注した工事（水道部を含む）で、本年度の市内・準市内業者を対

　　象とした制限付一般競争入札において、落札した案件 （契約手続中、低入札価格調査中及び

　　共同企業体受注を含む）で、かつ、完成検査の完了していないものとします。

　　※「手持ち工事数」及び「申込みできる件数」の判断基準日について、公告日現在としていたも

　　　のを、「開札日現在」とします。

　（２）申込みできる件数の制限

　　　 同一公告日に発注する案件において、申込みできる件数は、手持ち工事数の制限と合わせ

　　て次の表のとおりです。なお、技術者の専任配置ができる範囲に限ります。

　　　 また、市内業者の第２希望登録業種については、最大で１件となります。

　 ※共同企業体結成を条件にした契約案件は、代表者及び構成員を問わず、それぞれ１件と

　　　カウントします。

　（３）測量・建設コンサルタント等業務委託に係る制限付一般競争入札については、市内、市外

　　　業者とも（２）表の市内業者が申込みできる件数を準用します。

　（４）市内・準市内の制限を付さない建設工事に係る制限付一般競争入札については、手持ち

　　　工事数及び申込みできる件数の制限を適用しません。

　（５）平成２７年度からの新規業者は、平成２７年度の制限付一般競争入札に参加することは

　　　できません。（ただし、過去３年以内に入札参加資格者名簿に登録されていた新規業者に

　　　ついては、４月より入札への参加を認めます。）

　

申込みできません

第１希望・第２希望（１件のみ）合わせ　１件

【同一公告日に申込みできる件数】　

第１希望・第２希望（１件のみ）合わせ　３件

市内業者

 第１希望・第２希望いずれか１件

手持ち工事数

３件

なし

１件

申込みできません

２件

準市内業者

　

第１希望・第２希望（１件のみ）合わせ　２件



６　工事見通しの公表時期等を変更します

　毎月初めに、主に直近に発注する工事を公表しておりましたが、平成２７年４月から、主に半年以

内に発注する工事を公表します。公表の時期は４月と１０月の年２回とし、変更や追加が生じれば、

随時、月初めに公表します。また、公表する項目は、工事名、工事種別、工事場所、工事内容、工

事時期、入札方法、工事担当課とし、これらの概要とします。

７　制限付一般競争入札の設計図書を電子媒体化します

　平成２７年７月から、制限付一般競争入札の参加時に購入が必要となる設計図書をCDにて販売し

ます。ただし、指名競争入札の設計図書は、現行どおり紙媒体となります。

８　指名競争入札の通知をメールにてお知らせします

　平成２７年４月から、指名競争入札の指名等の通知をメールにて行います。これにより、メールアド

レスを設定されていない方を除き、電話によるお知らせはいたしません。入札参加資格申請時に記載

しているメールアドレスに送信します。まだ、未登録の方は、平成２７年３月中に本市から、登録につ

いてご案内をいたします。（設計図書は現行どおり郵送します。）

　メールの送信元は、「政策財政部契約検査課　代表」、「keiyaku@city.takatsuki.osaka.jp」です。

９　制限付一般競争入札の発注予定

４月 ３日（金） １７日（金） ８月 ２１日（金） ―

１日（金） １５日（金） ９月 １１日（金） ―

２９日（金） ― １０月 ２日（金） １６日（金）

６月 １２日（金） ２６日（金） １１月 ６日（金） ２０日（金）

７月 １０日（金） ３１日（金） １月 ８日（金） ―

 ※公告日を変更・追加する場合は、市ホームページにてお知らせします。

　公表時刻は午後５時を予定しています。市ホームページのメニュー「入札・契約」で公表するほか、

契約検査課掲示板、法務課行政資料コーナー（１階１４番）でもお知らせします。

その他のお知らせ

公　告　日

５月

公　告　日


